


マイナポータル
マイナポータル (ご自身のスマートフォン）にてご申告ください。
手引き等詳細は右記QRコード（文京区　区申告電子化ホームページ）
にてご確認いただけます。

郵  送 同封の返信用封筒 (茶 ) に記入済の申告書と各種添付資料、マイナンバー＆本人確認書類のコピー、控え (必要な時のみ )を
封入し、返送してください。

申告会場
《期間》２月 2日 ( 月 ) ～３月１6日 ( 月 )【土・日、祝日を除く】 
《時間》午前９時～午後５時
《場所》シビックセンター１０階北側　１００１会議室

番号確認 身元確認

【いずれか１点】
マイナンバーカード (裏面 )
マイナンバー通知カード *
住民票の写し (番号記載あり )等

【いずれか１点】マイナンバーカード（表面）・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・学生証 (写真付 )・
社員証 (写真付 )・資格確認書・介護保険証・年金手帳 等

【いずれか２点】学生証 (写真なし )・社員証 (写真なし )・資格証明書 (写真なし )・母子健康手帳・住民票の写し・
納税通知書 等

本人の番号確認 代理人の身元確認 代理権確認

【いずれか 1点】
マイナンバーカード
マイナンバー通知カード *
住民票の写し (番号記載あり )等

【いずれか１点】運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・
在留カード・学生証 (写真付 ) 等

【いずれか 1点】
委任状（原本提出）・税務代理権限証書・成年後見人の登記事
項証明書・戸籍謄本等 (法定代理人の場合 )・本人しか持ちえ
ない書類 (本人のマイナンバーカード等 ) 等

【いずれか２点】資格確認書・介護保険証・年金手帳・
学生証 (写真なし ) 等

マイナポータル
マイナポータル (ご自身のスマートフォン）にてご申告ください。
手引き等詳細は右記QRコード（文京区　区申告電子化ホームページ）
にてご確認いただけます。

郵  送 同封の返信用封筒 (茶 ) に記入済の申告書と各種添付資料、マイナンバー＆本人確認書類のコピー、控え (必要な時のみ )を
封入し、返送してください。

申告会場
《期間》２月 2日 ( 月 ) ～３月１6日 ( 月 )【土・日、祝日を除く】 
《時間》午前９時～午後５時
《場所》シビックセンター１０階北側　１００１会議室

番号確認 身元確認

【いずれか１点】
マイナンバーカード (裏面 )
マイナンバー通知カード *
住民票の写し (番号記載あり )等

【いずれか１点】マイナンバーカード（表面）・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・学生証 (写真付 )・
社員証 (写真付 )・資格確認書・介護保険証・年金手帳 等

【いずれか２点】学生証 (写真なし )・社員証 (写真なし )・資格証明書 (写真なし )・母子健康手帳・住民票の写し・
納税通知書 等

本人の番号確認 代理人の身元確認 代理権確認

【いずれか 1点】
マイナンバーカード
マイナンバー通知カード *
住民票の写し (番号記載あり )等

【いずれか１点】運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・
在留カード・学生証 (写真付 ) 等

【いずれか 1点】
委任状（原本提出）・税務代理権限証書・成年後見人の登記事
項証明書・戸籍謄本等 (法定代理人の場合 )・本人しか持ちえ
ない書類 (本人のマイナンバーカード等 ) 等

【いずれか２点】資格確認書・介護保険証・年金手帳・
学生証 (写真なし ) 等

マイナポータル
マイナポータル (ご自身のスマートフォン）にてご申告ください。
手引き等詳細は右記QRコード（文京区　区申告電子化ホームページ）
にてご確認いただけます。

郵  送 同封の返信用封筒 (茶 ) に記入済の申告書と各種添付資料、マイナンバー＆本人確認書類のコピー、控え (必要な時のみ )を
封入し、返送してください。

申告会場
《期間》２月 2日 ( 月 ) ～３月１6日 ( 月 )【土・日、祝日を除く】 
《時間》午前９時～午後５時
《場所》シビックセンター１０階北側　１００１会議室

番号確認 身元確認

【いずれか１点】
マイナンバーカード (裏面 )
マイナンバー通知カード *
住民票の写し (番号記載あり )等

【いずれか１点】マイナンバーカード（表面）・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・学生証 (写真付 )・
社員証 (写真付 )・資格確認書・介護保険証・年金手帳 等

【いずれか２点】学生証 (写真なし )・社員証 (写真なし )・資格証明書 (写真なし )・母子健康手帳・住民票の写し・
納税通知書 等

本人の番号確認 代理人の身元確認 代理権確認

【いずれか 1点】
マイナンバーカード
マイナンバー通知カード *
住民票の写し (番号記載あり )等

【いずれか１点】運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・
在留カード・学生証 (写真付 ) 等

【いずれか 1点】
委任状（原本提出）・税務代理権限証書・成年後見人の登記事
項証明書・戸籍謄本等 (法定代理人の場合 )・本人しか持ちえ
ない書類 (本人のマイナンバーカード等 ) 等

【いずれか２点】資格確認書・介護保険証・年金手帳・
学生証 (写真なし ) 等





給与 給料、賞与、アルバイト・パート等による所得 (交通費は除く )

雑
公的年金等 国民年金・厚生年金等の老齢年金、恩給、確定拠出年金等の年金の所得
業務 原稿料、講演料又はシェアリングエコノミー等の副収入による所得　〈必要経費〉原稿用紙代、資料代、交通費等
その他 私的年金、他のどの所得にも該当しない所得　〈必要経費〉掛金、手数料等

営業等 製造業、小売業、飲食業、サービス業等の自営業や外交員、内職等の所得
〈必要経費〉商品の原価、租税公課、雇人費、地代費等

農業 農作物の生産、果樹等の栽培、養蚕、農家が兼営する家畜から生ずる所得
〈必要経費〉種苗代・肥料代・防虫費、飼料費、雇人費、減価償却費等

不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金等の所得
〈必要経費〉修繕費、損害保険料、減価償却費、固定資産税等

利子 支払を受けた利子のうち源泉分離課税の適用を受けないもの（例：外国預金の利子等）

配当 株式または出資の配当や協同組合等の余剰金の分配等の所得
〈必要経費〉株式等を取得するために借り入れた負債の利子

譲渡 機械、自動車等の資産の譲渡 (土地・建物等は通常確定申告が必要 )による所得
〈必要経費〉譲渡した資産の取得価額、設備費、改良費等

一時 賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険等の一時的な所得
〈必要経費〉生命保険料または掛金の総額

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
651,000 円未満 0

651,000 円以上 1,900,000 円未満 給与等の収入金額－ 650,000 円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 70％－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 80％－ 440,000 円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満 A× 90％－ 1,100,000 円
8,500,000 円以上 給与等の収入金額－ 1,950,000 円

保険契約の区分 支払保険料の金額 地震保険料控除額

地震保険契約
 50,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2
 50,001 円以上 25,000 円（限度額）

旧長期損害保険契約
 5,000 円以下 支払保険料の金額

5,001 円～ 15,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2+2,500 円
15,001 円以上 10,000 円（限度額）

地震保険契約に係るものと
旧長期損害保険契約分に係る

ものがある場合

地震保険契約の
保険料控除額 ＋ 旧長期損害保険契約の

損害保険料控除額 = 地震保険料控除額
（最高限度額 25,000 円）

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
（Ｃ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下の場合 1,000 万円を超え
2,000 万円以下の場合 2,000 万円を超える場合

65歳以上
昭和 36年 1月 1日以前生まれ

330万円未満 Ｃ -110 万円 Ｃ -100 万円 Ｃ -90 万円
330万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

65歳未満
昭和 36年 1月 2日以降生まれ

130万円未満 Ｃ -60 万円 Ｃ -50 万円 Ｃ -40 万円
130万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

年間の支払保険料等 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額

12,001 ～ 32,000 円以下 支払保険料× 1/2+6,000 円
32,001 ～ 56,000 円以下 支払保険料× 1/4+14,000 円

56,001 円以上 28,000 円（上限）

年間の支払保険料等 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額

15,001 ～ 40,000 円以下 支払保険料× 1/2+7,500 円
40,001 ～ 70,000 円以下 支払保険料× 1/4+17,500 円

70,001 円以上 35,000 円（上限）

納税義務者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
70歳以上（昭和 31年 1月 1日以前生まれ）

 900 万円 以下 33 万円 38万円
 900 万円超 950 万円以下 22 万円 26万円
 950 万円超 1,000 万円以下 11 万円 13万円
 1,000 万円 超 適用なし 適用なし

納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超　950万円以下 950万円超　1,000 万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得

 58万円超 100万円以下  33 万円  22 万円  11 万円
100万円超 105万円以下  31 万円  21 万円  11 万円
105万円超 110万円以下  26 万円  18 万円  9 万円
110万円超 115万円以下  21 万円  14 万円  7 万円
115万円超 120万円以下  16 万円  11 万円  6 万円
120万円超 125万円以下  11 万円  8 万円  4 万円
125万円超 130万円以下  6 万円  4 万円  2 万円
130万円超 133万円以下  3 万円  2 万円  1 万円

133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の収入金額） 控除額
 58 万円超 95 万円以下（123万円超 160万円以下） 45万円
 95 万円超 100万円以下（160万円超 165万円以下） 41万円

100万円超 105万円以下（165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下（170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下（175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下（180万円超 185万円以下）  6 万円
120万円超 123万円以下（185万円超 188万円以下）  3 万円

123万円超（188万円超） 適用なし

＊

給与 給料、賞与、アルバイト・パート等による所得 (交通費は除く )

雑
公的年金等 国民年金・厚生年金等の老齢年金、恩給、確定拠出年金等の年金の所得
業務 原稿料、講演料又はシェアリングエコノミー等の副収入による所得　〈必要経費〉原稿用紙代、資料代、交通費等
その他 私的年金、他のどの所得にも該当しない所得　〈必要経費〉掛金、手数料等

営業等 製造業、小売業、飲食業、サービス業等の自営業や外交員、内職等の所得
〈必要経費〉商品の原価、租税公課、雇人費、地代費等

農業 農作物の生産、果樹等の栽培、養蚕、農家が兼営する家畜から生ずる所得
〈必要経費〉種苗代・肥料代・防虫費、飼料費、雇人費、減価償却費等

不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金等の所得
〈必要経費〉修繕費、損害保険料、減価償却費、固定資産税等

利子 支払を受けた利子のうち源泉分離課税の適用を受けないもの（例：外国預金の利子等）

配当 株式または出資の配当や協同組合等の余剰金の分配等の所得
〈必要経費〉株式等を取得するために借り入れた負債の利子

譲渡 機械、自動車等の資産の譲渡 (土地・建物等は通常確定申告が必要 )による所得
〈必要経費〉譲渡した資産の取得価額、設備費、改良費等

一時 賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険等の一時的な所得
〈必要経費〉生命保険料または掛金の総額

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
651,000 円未満 0

651,000 円以上 1,900,000 円未満 給与等の収入金額－ 650,000 円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 70％－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 80％－ 440,000 円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満 A× 90％－ 1,100,000 円
8,500,000 円以上 給与等の収入金額－ 1,950,000 円

保険契約の区分 支払保険料の金額 地震保険料控除額

地震保険契約
 50,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2
 50,001 円以上 25,000 円（限度額）

旧長期損害保険契約
 5,000 円以下 支払保険料の金額

5,001 円～ 15,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2+2,500 円
15,001 円以上 10,000 円（限度額）

地震保険契約に係るものと
旧長期損害保険契約分に係る

ものがある場合

地震保険契約の
保険料控除額 ＋ 旧長期損害保険契約の

損害保険料控除額 = 地震保険料控除額
（最高限度額 25,000 円）

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
（Ｃ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下の場合 1,000 万円を超え
2,000 万円以下の場合 2,000 万円を超える場合

65歳以上
昭和 36年 1月 1日以前生まれ

330万円未満 Ｃ -110 万円 Ｃ -100 万円 Ｃ -90 万円
330万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

65歳未満
昭和 36年 1月 2日以降生まれ

130万円未満 Ｃ -60 万円 Ｃ -50 万円 Ｃ -40 万円
130万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

年間の支払保険料等 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額

12,001 ～ 32,000 円以下 支払保険料× 1/2+6,000 円
32,001 ～ 56,000 円以下 支払保険料× 1/4+14,000 円

56,001 円以上 28,000 円（上限）

年間の支払保険料等 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額

15,001 ～ 40,000 円以下 支払保険料× 1/2+7,500 円
40,001 ～ 70,000 円以下 支払保険料× 1/4+17,500 円

70,001 円以上 35,000 円（上限）

納税義務者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
70歳以上（昭和 31年 1月 1日以前生まれ）

 900 万円 以下 33 万円 38万円
 900 万円超 950 万円以下 22 万円 26万円
 950 万円超 1,000 万円以下 11 万円 13万円
 1,000 万円 超 適用なし 適用なし

納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超　950万円以下 950万円超　1,000 万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得

 58万円超 100万円以下  33 万円  22 万円  11 万円
100万円超 105万円以下  31 万円  21 万円  11 万円
105万円超 110万円以下  26 万円  18 万円  9 万円
110万円超 115万円以下  21 万円  14 万円  7 万円
115万円超 120万円以下  16 万円  11 万円  6 万円
120万円超 125万円以下  11 万円  8 万円  4 万円
125万円超 130万円以下  6 万円  4 万円  2 万円
130万円超 133万円以下  3 万円  2 万円  1 万円

133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の収入金額） 控除額
 58 万円超 95 万円以下（123万円超 160万円以下） 45万円
 95 万円超 100万円以下（160万円超 165万円以下） 41万円

100万円超 105万円以下（165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下（170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下（175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下（180万円超 185万円以下）  6 万円
120万円超 123万円以下（185万円超 188万円以下）  3 万円

123万円超（188万円超） 適用なし

＊

給与 給料、賞与、アルバイト・パート等による所得 (交通費は除く )

雑
公的年金等 国民年金・厚生年金等の老齢年金、恩給、確定拠出年金等の年金の所得
業務 原稿料、講演料又はシェアリングエコノミー等の副収入による所得　〈必要経費〉原稿用紙代、資料代、交通費等
その他 私的年金、他のどの所得にも該当しない所得　〈必要経費〉掛金、手数料等

営業等 製造業、小売業、飲食業、サービス業等の自営業や外交員、内職等の所得
〈必要経費〉商品の原価、租税公課、雇人費、地代費等

農業 農作物の生産、果樹等の栽培、養蚕、農家が兼営する家畜から生ずる所得
〈必要経費〉種苗代・肥料代・防虫費、飼料費、雇人費、減価償却費等

不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金等の所得
〈必要経費〉修繕費、損害保険料、減価償却費、固定資産税等

利子 支払を受けた利子のうち源泉分離課税の適用を受けないもの（例：外国預金の利子等）

配当 株式または出資の配当や協同組合等の余剰金の分配等の所得
〈必要経費〉株式等を取得するために借り入れた負債の利子

譲渡 機械、自動車等の資産の譲渡 (土地・建物等は通常確定申告が必要 )による所得
〈必要経費〉譲渡した資産の取得価額、設備費、改良費等

一時 賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険等の一時的な所得
〈必要経費〉生命保険料または掛金の総額

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
651,000 円未満 0

651,000 円以上 1,900,000 円未満 給与等の収入金額－ 650,000 円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 70％－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 80％－ 440,000 円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満 A× 90％－ 1,100,000 円
8,500,000 円以上 給与等の収入金額－ 1,950,000 円

保険契約の区分 支払保険料の金額 地震保険料控除額

地震保険契約
 50,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2
 50,001 円以上 25,000 円（限度額）

旧長期損害保険契約
 5,000 円以下 支払保険料の金額

5,001 円～ 15,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2+2,500 円
15,001 円以上 10,000 円（限度額）

地震保険契約に係るものと
旧長期損害保険契約分に係る

ものがある場合

地震保険契約の
保険料控除額 ＋ 旧長期損害保険契約の

損害保険料控除額 = 地震保険料控除額
（最高限度額 25,000 円）

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
（Ｃ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下の場合 1,000 万円を超え
2,000 万円以下の場合 2,000 万円を超える場合

65歳以上
昭和 36年 1月 1日以前生まれ

330万円未満 Ｃ -110 万円 Ｃ -100 万円 Ｃ -90 万円
330万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

65歳未満
昭和 36年 1月 2日以降生まれ

130万円未満 Ｃ -60 万円 Ｃ -50 万円 Ｃ -40 万円
130万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

年間の支払保険料等 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額

12,001 ～ 32,000 円以下 支払保険料× 1/2+6,000 円
32,001 ～ 56,000 円以下 支払保険料× 1/4+14,000 円

56,001 円以上 28,000 円（上限）

年間の支払保険料等 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額

15,001 ～ 40,000 円以下 支払保険料× 1/2+7,500 円
40,001 ～ 70,000 円以下 支払保険料× 1/4+17,500 円

70,001 円以上 35,000 円（上限）

納税義務者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
70歳以上（昭和 31年 1月 1日以前生まれ）

 900 万円 以下 33 万円 38万円
 900 万円超 950 万円以下 22 万円 26万円
 950 万円超 1,000 万円以下 11 万円 13万円
 1,000 万円 超 適用なし 適用なし

納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超　950万円以下 950万円超　1,000 万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得

 58万円超 100万円以下  33 万円  22 万円  11 万円
100万円超 105万円以下  31 万円  21 万円  11 万円
105万円超 110万円以下  26 万円  18 万円  9 万円
110万円超 115万円以下  21 万円  14 万円  7 万円
115万円超 120万円以下  16 万円  11 万円  6 万円
120万円超 125万円以下  11 万円  8 万円  4 万円
125万円超 130万円以下  6 万円  4 万円  2 万円
130万円超 133万円以下  3 万円  2 万円  1 万円

133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の収入金額） 控除額
 58 万円超 95 万円以下（123万円超 160万円以下） 45万円
 95 万円超 100万円以下（160万円超 165万円以下） 41万円

100万円超 105万円以下（165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下（170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下（175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下（180万円超 185万円以下）  6 万円
120万円超 123万円以下（185万円超 188万円以下）  3 万円

123万円超（188万円超） 適用なし

＊
給与 給料、賞与、アルバイト・パート等による所得 (交通費は除く )

雑
公的年金等 国民年金・厚生年金等の老齢年金、恩給、確定拠出年金等の年金の所得
業務 原稿料、講演料又はシェアリングエコノミー等の副収入による所得　〈必要経費〉原稿用紙代、資料代、交通費等
その他 私的年金、他のどの所得にも該当しない所得　〈必要経費〉掛金、手数料等

営業等 製造業、小売業、飲食業、サービス業等の自営業や外交員、内職等の所得
〈必要経費〉商品の原価、租税公課、雇人費、地代費等

農業 農作物の生産、果樹等の栽培、養蚕、農家が兼営する家畜から生ずる所得
〈必要経費〉種苗代・肥料代・防虫費、飼料費、雇人費、減価償却費等

不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金等の所得
〈必要経費〉修繕費、損害保険料、減価償却費、固定資産税等

利子 支払を受けた利子のうち源泉分離課税の適用を受けないもの（例：外国預金の利子等）

配当 株式または出資の配当や協同組合等の余剰金の分配等の所得
〈必要経費〉株式等を取得するために借り入れた負債の利子

譲渡 機械、自動車等の資産の譲渡 (土地・建物等は通常確定申告が必要 )による所得
〈必要経費〉譲渡した資産の取得価額、設備費、改良費等

一時 賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険等の一時的な所得
〈必要経費〉生命保険料または掛金の総額

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
651,000 円未満 0

651,000 円以上 1,900,000 円未満 給与等の収入金額－ 650,000 円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 70％－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 80％－ 440,000 円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満 A× 90％－ 1,100,000 円
8,500,000 円以上 給与等の収入金額－ 1,950,000 円

保険契約の区分 支払保険料の金額 地震保険料控除額

地震保険契約
 50,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2
 50,001 円以上 25,000 円（限度額）

旧長期損害保険契約
 5,000 円以下 支払保険料の金額

5,001 円～ 15,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2+2,500 円
15,001 円以上 10,000 円（限度額）

地震保険契約に係るものと
旧長期損害保険契約分に係る

ものがある場合

地震保険契約の
保険料控除額 ＋ 旧長期損害保険契約の

損害保険料控除額 = 地震保険料控除額
（最高限度額 25,000 円）

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
（Ｃ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下の場合 1,000 万円を超え
2,000 万円以下の場合 2,000 万円を超える場合

65歳以上
昭和 36年 1月 1日以前生まれ

330万円未満 Ｃ -110 万円 Ｃ -100 万円 Ｃ -90 万円
330万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

65歳未満
昭和 36年 1月 2日以降生まれ

130万円未満 Ｃ -60 万円 Ｃ -50 万円 Ｃ -40 万円
130万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

年間の支払保険料等 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額

12,001 ～ 32,000 円以下 支払保険料× 1/2+6,000 円
32,001 ～ 56,000 円以下 支払保険料× 1/4+14,000 円

56,001 円以上 28,000 円（上限）

年間の支払保険料等 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額

15,001 ～ 40,000 円以下 支払保険料× 1/2+7,500 円
40,001 ～ 70,000 円以下 支払保険料× 1/4+17,500 円

70,001 円以上 35,000 円（上限）

納税義務者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
70歳以上（昭和 31年 1月 1日以前生まれ）

 900 万円 以下 33 万円 38万円
 900 万円超 950 万円以下 22 万円 26万円
 950 万円超 1,000 万円以下 11 万円 13万円
 1,000 万円 超 適用なし 適用なし

納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超　950万円以下 950万円超　1,000 万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得

 58万円超 100万円以下  33 万円  22 万円  11 万円
100万円超 105万円以下  31 万円  21 万円  11 万円
105万円超 110万円以下  26 万円  18 万円  9 万円
110万円超 115万円以下  21 万円  14 万円  7 万円
115万円超 120万円以下  16 万円  11 万円  6 万円
120万円超 125万円以下  11 万円  8 万円  4 万円
125万円超 130万円以下  6 万円  4 万円  2 万円
130万円超 133万円以下  3 万円  2 万円  1 万円

133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の収入金額） 控除額
 58 万円超 95 万円以下（123万円超 160万円以下） 45万円
 95 万円超 100万円以下（160万円超 165万円以下） 41万円

100万円超 105万円以下（165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下（170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下（175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下（180万円超 185万円以下）  6 万円
120万円超 123万円以下（185万円超 188万円以下）  3 万円

123万円超（188万円超） 適用なし

＊



給与 給料、賞与、アルバイト・パート等による所得 (交通費は除く )

雑
公的年金等 国民年金・厚生年金等の老齢年金、恩給、確定拠出年金等の年金の所得
業務 原稿料、講演料又はシェアリングエコノミー等の副収入による所得　〈必要経費〉原稿用紙代、資料代、交通費等
その他 私的年金、他のどの所得にも該当しない所得　〈必要経費〉掛金、手数料等

営業等 製造業、小売業、飲食業、サービス業等の自営業や外交員、内職等の所得
〈必要経費〉商品の原価、租税公課、雇人費、地代費等

農業 農作物の生産、果樹等の栽培、養蚕、農家が兼営する家畜から生ずる所得
〈必要経費〉種苗代・肥料代・防虫費、飼料費、雇人費、減価償却費等

不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金等の所得
〈必要経費〉修繕費、損害保険料、減価償却費、固定資産税等

利子 支払を受けた利子のうち源泉分離課税の適用を受けないもの（例：外国預金の利子等）

配当 株式または出資の配当や協同組合等の余剰金の分配等の所得
〈必要経費〉株式等を取得するために借り入れた負債の利子

譲渡 機械、自動車等の資産の譲渡 (土地・建物等は通常確定申告が必要 )による所得
〈必要経費〉譲渡した資産の取得価額、設備費、改良費等

一時 賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険等の一時的な所得
〈必要経費〉生命保険料または掛金の総額

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
651,000 円未満 0

651,000 円以上 1,900,000 円未満 給与等の収入金額－ 650,000 円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 70％－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 80％－ 440,000 円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満 A× 90％－ 1,100,000 円
8,500,000 円以上 給与等の収入金額－ 1,950,000 円

保険契約の区分 支払保険料の金額 地震保険料控除額

地震保険契約
 50,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2
 50,001 円以上 25,000 円（限度額）

旧長期損害保険契約
 5,000 円以下 支払保険料の金額

5,001 円～ 15,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2+2,500 円
15,001 円以上 10,000 円（限度額）

地震保険契約に係るものと
旧長期損害保険契約分に係る

ものがある場合

地震保険契約の
保険料控除額 ＋ 旧長期損害保険契約の

損害保険料控除額 = 地震保険料控除額
（最高限度額 25,000 円）

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
（Ｃ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下の場合 1,000 万円を超え
2,000 万円以下の場合 2,000 万円を超える場合

65歳以上
昭和 36年 1月 1日以前生まれ

330万円未満 Ｃ -110 万円 Ｃ -100 万円 Ｃ -90 万円
330万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

65歳未満
昭和 36年 1月 2日以降生まれ

130万円未満 Ｃ -60 万円 Ｃ -50 万円 Ｃ -40 万円
130万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

年間の支払保険料等 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額

12,001 ～ 32,000 円以下 支払保険料× 1/2+6,000 円
32,001 ～ 56,000 円以下 支払保険料× 1/4+14,000 円

56,001 円以上 28,000 円（上限）

年間の支払保険料等 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額

15,001 ～ 40,000 円以下 支払保険料× 1/2+7,500 円
40,001 ～ 70,000 円以下 支払保険料× 1/4+17,500 円

70,001 円以上 35,000 円（上限）

納税義務者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
70歳以上（昭和 31年 1月 1日以前生まれ）

 900 万円 以下 33 万円 38万円
 900 万円超 950 万円以下 22 万円 26万円
 950 万円超 1,000 万円以下 11 万円 13万円
 1,000 万円 超 適用なし 適用なし

納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超　950万円以下 950万円超　1,000 万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得

 58万円超 100万円以下  33 万円  22 万円  11 万円
100万円超 105万円以下  31 万円  21 万円  11 万円
105万円超 110万円以下  26 万円  18 万円  9 万円
110万円超 115万円以下  21 万円  14 万円  7 万円
115万円超 120万円以下  16 万円  11 万円  6 万円
120万円超 125万円以下  11 万円  8 万円  4 万円
125万円超 130万円以下  6 万円  4 万円  2 万円
130万円超 133万円以下  3 万円  2 万円  1 万円

133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の収入金額） 控除額
 58 万円超 95 万円以下（123万円超 160万円以下） 45万円
 95 万円超 100万円以下（160万円超 165万円以下） 41万円

100万円超 105万円以下（165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下（170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下（175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下（180万円超 185万円以下）  6 万円
120万円超 123万円以下（185万円超 188万円以下）  3 万円

123万円超（188万円超） 適用なし

＊

給与 給料、賞与、アルバイト・パート等による所得 (交通費は除く )

雑
公的年金等 国民年金・厚生年金等の老齢年金、恩給、確定拠出年金等の年金の所得
業務 原稿料、講演料又はシェアリングエコノミー等の副収入による所得　〈必要経費〉原稿用紙代、資料代、交通費等
その他 私的年金、他のどの所得にも該当しない所得　〈必要経費〉掛金、手数料等

営業等 製造業、小売業、飲食業、サービス業等の自営業や外交員、内職等の所得
〈必要経費〉商品の原価、租税公課、雇人費、地代費等

農業 農作物の生産、果樹等の栽培、養蚕、農家が兼営する家畜から生ずる所得
〈必要経費〉種苗代・肥料代・防虫費、飼料費、雇人費、減価償却費等

不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金等の所得
〈必要経費〉修繕費、損害保険料、減価償却費、固定資産税等

利子 支払を受けた利子のうち源泉分離課税の適用を受けないもの（例：外国預金の利子等）

配当 株式または出資の配当や協同組合等の余剰金の分配等の所得
〈必要経費〉株式等を取得するために借り入れた負債の利子

譲渡 機械、自動車等の資産の譲渡 (土地・建物等は通常確定申告が必要 )による所得
〈必要経費〉譲渡した資産の取得価額、設備費、改良費等

一時 賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険等の一時的な所得
〈必要経費〉生命保険料または掛金の総額

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
651,000 円未満 0

651,000 円以上 1,900,000 円未満 給与等の収入金額－ 650,000 円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 70％－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 80％－ 440,000 円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満 A× 90％－ 1,100,000 円
8,500,000 円以上 給与等の収入金額－ 1,950,000 円

保険契約の区分 支払保険料の金額 地震保険料控除額

地震保険契約
 50,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2
 50,001 円以上 25,000 円（限度額）

旧長期損害保険契約
 5,000 円以下 支払保険料の金額

5,001 円～ 15,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2+2,500 円
15,001 円以上 10,000 円（限度額）

地震保険契約に係るものと
旧長期損害保険契約分に係る

ものがある場合

地震保険契約の
保険料控除額 ＋ 旧長期損害保険契約の

損害保険料控除額 = 地震保険料控除額
（最高限度額 25,000 円）

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
（Ｃ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下の場合 1,000 万円を超え
2,000 万円以下の場合 2,000 万円を超える場合

65歳以上
昭和 36年 1月 1日以前生まれ

330万円未満 Ｃ -110 万円 Ｃ -100 万円 Ｃ -90 万円
330万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

65歳未満
昭和 36年 1月 2日以降生まれ

130万円未満 Ｃ -60 万円 Ｃ -50 万円 Ｃ -40 万円
130万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

年間の支払保険料等 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額

12,001 ～ 32,000 円以下 支払保険料× 1/2+6,000 円
32,001 ～ 56,000 円以下 支払保険料× 1/4+14,000 円

56,001 円以上 28,000 円（上限）

年間の支払保険料等 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額

15,001 ～ 40,000 円以下 支払保険料× 1/2+7,500 円
40,001 ～ 70,000 円以下 支払保険料× 1/4+17,500 円

70,001 円以上 35,000 円（上限）

納税義務者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
70歳以上（昭和 31年 1月 1日以前生まれ）

 900 万円 以下 33 万円 38万円
 900 万円超 950 万円以下 22 万円 26万円
 950 万円超 1,000 万円以下 11 万円 13万円
 1,000 万円 超 適用なし 適用なし

納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超　950万円以下 950万円超　1,000 万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得

 58万円超 100万円以下  33 万円  22 万円  11 万円
100万円超 105万円以下  31 万円  21 万円  11 万円
105万円超 110万円以下  26 万円  18 万円  9 万円
110万円超 115万円以下  21 万円  14 万円  7 万円
115万円超 120万円以下  16 万円  11 万円  6 万円
120万円超 125万円以下  11 万円  8 万円  4 万円
125万円超 130万円以下  6 万円  4 万円  2 万円
130万円超 133万円以下  3 万円  2 万円  1 万円

133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の収入金額） 控除額
 58 万円超 95 万円以下（123万円超 160万円以下） 45万円
 95 万円超 100万円以下（160万円超 165万円以下） 41万円

100万円超 105万円以下（165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下（170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下（175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下（180万円超 185万円以下）  6 万円
120万円超 123万円以下（185万円超 188万円以下）  3 万円

123万円超（188万円超） 適用なし

＊

給与 給料、賞与、アルバイト・パート等による所得 (交通費は除く )

雑
公的年金等 国民年金・厚生年金等の老齢年金、恩給、確定拠出年金等の年金の所得
業務 原稿料、講演料又はシェアリングエコノミー等の副収入による所得　〈必要経費〉原稿用紙代、資料代、交通費等
その他 私的年金、他のどの所得にも該当しない所得　〈必要経費〉掛金、手数料等

営業等 製造業、小売業、飲食業、サービス業等の自営業や外交員、内職等の所得
〈必要経費〉商品の原価、租税公課、雇人費、地代費等

農業 農作物の生産、果樹等の栽培、養蚕、農家が兼営する家畜から生ずる所得
〈必要経費〉種苗代・肥料代・防虫費、飼料費、雇人費、減価償却費等

不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金等の所得
〈必要経費〉修繕費、損害保険料、減価償却費、固定資産税等

利子 支払を受けた利子のうち源泉分離課税の適用を受けないもの（例：外国預金の利子等）

配当 株式または出資の配当や協同組合等の余剰金の分配等の所得
〈必要経費〉株式等を取得するために借り入れた負債の利子

譲渡 機械、自動車等の資産の譲渡 (土地・建物等は通常確定申告が必要 )による所得
〈必要経費〉譲渡した資産の取得価額、設備費、改良費等

一時 賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険等の一時的な所得
〈必要経費〉生命保険料または掛金の総額

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
651,000 円未満 0

651,000 円以上 1,900,000 円未満 給与等の収入金額－ 650,000 円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 70％－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 80％－ 440,000 円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満 A× 90％－ 1,100,000 円
8,500,000 円以上 給与等の収入金額－ 1,950,000 円

保険契約の区分 支払保険料の金額 地震保険料控除額

地震保険契約
 50,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2
 50,001 円以上 25,000 円（限度額）

旧長期損害保険契約
 5,000 円以下 支払保険料の金額

5,001 円～ 15,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2+2,500 円
15,001 円以上 10,000 円（限度額）

地震保険契約に係るものと
旧長期損害保険契約分に係る

ものがある場合

地震保険契約の
保険料控除額 ＋ 旧長期損害保険契約の

損害保険料控除額 = 地震保険料控除額
（最高限度額 25,000 円）

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
（Ｃ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下の場合 1,000 万円を超え
2,000 万円以下の場合 2,000 万円を超える場合

65歳以上
昭和 36年 1月 1日以前生まれ

330万円未満 Ｃ -110 万円 Ｃ -100 万円 Ｃ -90 万円
330万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

65歳未満
昭和 36年 1月 2日以降生まれ

130万円未満 Ｃ -60 万円 Ｃ -50 万円 Ｃ -40 万円
130万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

年間の支払保険料等 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額

12,001 ～ 32,000 円以下 支払保険料× 1/2+6,000 円
32,001 ～ 56,000 円以下 支払保険料× 1/4+14,000 円

56,001 円以上 28,000 円（上限）

年間の支払保険料等 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額

15,001 ～ 40,000 円以下 支払保険料× 1/2+7,500 円
40,001 ～ 70,000 円以下 支払保険料× 1/4+17,500 円

70,001 円以上 35,000 円（上限）

納税義務者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
70歳以上（昭和 31年 1月 1日以前生まれ）

 900 万円 以下 33 万円 38万円
 900 万円超 950 万円以下 22 万円 26万円
 950 万円超 1,000 万円以下 11 万円 13万円
 1,000 万円 超 適用なし 適用なし

納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超　950万円以下 950万円超　1,000 万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得

 58万円超 100万円以下  33 万円  22 万円  11 万円
100万円超 105万円以下  31 万円  21 万円  11 万円
105万円超 110万円以下  26 万円  18 万円  9 万円
110万円超 115万円以下  21 万円  14 万円  7 万円
115万円超 120万円以下  16 万円  11 万円  6 万円
120万円超 125万円以下  11 万円  8 万円  4 万円
125万円超 130万円以下  6 万円  4 万円  2 万円
130万円超 133万円以下  3 万円  2 万円  1 万円

133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の収入金額） 控除額
 58 万円超 95 万円以下（123万円超 160万円以下） 45万円
 95 万円超 100万円以下（160万円超 165万円以下） 41万円

100万円超 105万円以下（165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下（170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下（175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下（180万円超 185万円以下）  6 万円
120万円超 123万円以下（185万円超 188万円以下）  3 万円

123万円超（188万円超） 適用なし

＊

給与 給料、賞与、アルバイト・パート等による所得 (交通費は除く )

雑
公的年金等 国民年金・厚生年金等の老齢年金、恩給、確定拠出年金等の年金の所得
業務 原稿料、講演料又はシェアリングエコノミー等の副収入による所得　〈必要経費〉原稿用紙代、資料代、交通費等
その他 私的年金、他のどの所得にも該当しない所得　〈必要経費〉掛金、手数料等

営業等 製造業、小売業、飲食業、サービス業等の自営業や外交員、内職等の所得
〈必要経費〉商品の原価、租税公課、雇人費、地代費等

農業 農作物の生産、果樹等の栽培、養蚕、農家が兼営する家畜から生ずる所得
〈必要経費〉種苗代・肥料代・防虫費、飼料費、雇人費、減価償却費等

不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金等の所得
〈必要経費〉修繕費、損害保険料、減価償却費、固定資産税等

利子 支払を受けた利子のうち源泉分離課税の適用を受けないもの（例：外国預金の利子等）

配当 株式または出資の配当や協同組合等の余剰金の分配等の所得
〈必要経費〉株式等を取得するために借り入れた負債の利子

譲渡 機械、自動車等の資産の譲渡 (土地・建物等は通常確定申告が必要 )による所得
〈必要経費〉譲渡した資産の取得価額、設備費、改良費等

一時 賞金、懸賞当せん金、競馬等の払戻金、生命保険等の一時的な所得
〈必要経費〉生命保険料または掛金の総額

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
651,000 円未満 0

651,000 円以上 1,900,000 円未満 給与等の収入金額－ 650,000 円

1,900,000 円以上 3,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 70％－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 A÷ 4（1,000 円未満切り捨て）
上記で計算して得た金額× 4× 80％－ 440,000 円

6,600,000 円以上 8,500,000 円未満 A× 90％－ 1,100,000 円
8,500,000 円以上 給与等の収入金額－ 1,950,000 円

保険契約の区分 支払保険料の金額 地震保険料控除額

地震保険契約
 50,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2
 50,001 円以上 25,000 円（限度額）

旧長期損害保険契約
 5,000 円以下 支払保険料の金額

5,001 円～ 15,000 円以下 支払保険料の金額× 1/2+2,500 円
15,001 円以上 10,000 円（限度額）

地震保険契約に係るものと
旧長期損害保険契約分に係る

ものがある場合

地震保険契約の
保険料控除額 ＋ 旧長期損害保険契約の

損害保険料控除額 = 地震保険料控除額
（最高限度額 25,000 円）

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
（Ｃ）

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下の場合 1,000 万円を超え
2,000 万円以下の場合 2,000 万円を超える場合

65歳以上
昭和 36年 1月 1日以前生まれ

330万円未満 Ｃ -110 万円 Ｃ -100 万円 Ｃ -90 万円
330万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

65歳未満
昭和 36年 1月 2日以降生まれ

130万円未満 Ｃ -60 万円 Ｃ -50 万円 Ｃ -40 万円
130万円以上　410万円未満 Ｃ× 75%-27 万 5千円 Ｃ× 75%-17 万 5千円 Ｃ× 75%-7 万 5千円
410万円以上　770万円未満 Ｃ× 85%-68 万 5千円 Ｃ× 85%-58 万 5千円 Ｃ× 85%-48 万 5千円
770万円以上　1,000 万円未満 Ｃ× 95%-145 万 5千円 Ｃ× 95%-135 万 5千円 Ｃ× 95%-125 万 5千円

1,000 万円以上 Ｃ -195 万 5千円 Ｃ -185 万 5千円 Ｃ -175 万 5千円

年間の支払保険料等 控除額
12,000 円以下 支払保険料の金額

12,001 ～ 32,000 円以下 支払保険料× 1/2+6,000 円
32,001 ～ 56,000 円以下 支払保険料× 1/4+14,000 円

56,001 円以上 28,000 円（上限）

年間の支払保険料等 控除額
15,000 円以下 支払保険料の金額

15,001 ～ 40,000 円以下 支払保険料× 1/2+7,500 円
40,001 ～ 70,000 円以下 支払保険料× 1/4+17,500 円

70,001 円以上 35,000 円（上限）

納税義務者の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
70歳以上（昭和 31年 1月 1日以前生まれ）

 900 万円 以下 33 万円 38万円
 900 万円超 950 万円以下 22 万円 26万円
 950 万円超 1,000 万円以下 11 万円 13万円
 1,000 万円 超 適用なし 適用なし

納税義務者の合計所得
900万円以下 900万円超　950万円以下 950万円超　1,000 万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得

 58万円超 100万円以下  33 万円  22 万円  11 万円
100万円超 105万円以下  31 万円  21 万円  11 万円
105万円超 110万円以下  26 万円  18 万円  9 万円
110万円超 115万円以下  21 万円  14 万円  7 万円
115万円超 120万円以下  16 万円  11 万円  6 万円
120万円超 125万円以下  11 万円  8 万円  4 万円
125万円超 130万円以下  6 万円  4 万円  2 万円
130万円超 133万円以下  3 万円  2 万円  1 万円

133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

特定親族の合計所得金額（収入が給与のみの場合の収入金額） 控除額
 58 万円超 95 万円以下（123万円超 160万円以下） 45万円
 95 万円超 100万円以下（160万円超 165万円以下） 41万円

100万円超 105万円以下（165万円超 170万円以下） 31万円
105万円超 110万円以下（170万円超 175万円以下） 21万円
110万円超 115万円以下（175万円超 180万円以下） 11万円
115万円超 120万円以下（180万円超 185万円以下）  6 万円
120万円超 123万円以下（185万円超 188万円以下）  3 万円

123万円超（188万円超） 適用なし

＊



対象者
添付または掲示が必要な書類（◯があるものが必要）

親族関係書類
（注 5）

送金関係必要書類
（注 6） その他の必要書類 翻訳文

30歳未満または 70歳以上 ◯ ◯ -

◯
左記の各書類が
外国語で書かれて
いる場合は
日本語訳

30歳以上
70歳未満

留学により非居住者となった方 ◯ ◯

◯
「外国政府等が発行した

査証書類に類する書類の写し」
または

「在留カードに相当する書類の写し」

障害者の方 ◯ ◯ ◯
日本で発行された「身体障害者手帳」等

扶養控除等を申告する納税義務者から、
扶養される年における生活費等の
支払いを 38万円以上受けている方

◯ ◯
親族ごとに 38万円以上 -

合計所得金額 基礎控除額
2,400 万円以下 43万円

2,400 万円超　2,450 万円以下 29万円
2,450 万円超　2,500 万円以下 15万円

2,500 万円超 0円

対象者
添付または掲示が必要な書類（◯があるものが必要）

親族関係書類
（注 5）

送金関係必要書類
（注 6） その他の必要書類 翻訳文

30歳未満または 70歳以上 ◯ ◯ -

◯
左記の各書類が
外国語で書かれて
いる場合は
日本語訳

30歳以上
70歳未満

留学により非居住者となった方 ◯ ◯

◯
「外国政府等が発行した

査証書類に類する書類の写し」
または

「在留カードに相当する書類の写し」

障害者の方 ◯ ◯ ◯
日本で発行された「身体障害者手帳」等

扶養控除等を申告する納税義務者から、
扶養される年における生活費等の
支払いを 38万円以上受けている方

◯ ◯
親族ごとに 38万円以上 -

合計所得金額 基礎控除額
2,400 万円以下 43万円

2,400 万円超　2,450 万円以下 29万円
2,450 万円超　2,500 万円以下 15万円

2,500 万円超 0円



特別区民税・都民税申告書　　　令和８年度（令和７年分）
文

京

区

長

殿

　
　年
　月
　日
提
出

令和８年1月1日
現 在 の 住 所 文京区 電 話

番 号

現 在 の 住 所 同上 職  業・屋  号
フ リ ガ ナ 生　年　月　日 世 帯 主 の

氏 名・続 柄

氏  名 個人番号
（氏名） （続柄）

代理申告人 整理番号：

1 所得金額
※
源
泉
徴
収
票
、
控
除
証
明
書
な
ど
は

　
　申
告
書
に
貼
ら
ず
に
提
出
ま
た
は
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

所得の種類 種目 ㋐収入金額 ㋑必要経費（内訳は裏面6に記入） 所得金額（㋐－㋑） ●
裏
面
に
も
記
入
す
る
欄
が
あ
り
ま
す
。

給  与 源泉徴収票のない方は、
裏面5に記入 ① 円 給与所得の源泉徴収票の支払金額を

①に記入してください。 ▲ 円

雑

公的年金等 ② 公的年金等の源泉徴収票の支払金額を
②に記入してください。 ☆

業  務 ③
◎

雑所得合計（☆+③＋④）

そ の 他 ④

営 業 等 ⑤

農  業 ⑥

不 動 産 ⑦

利  子 内訳は裏面9に記入してください。 ⑧

配  当 内訳は裏面9に記入してください。 ⑨

総合譲渡
・

一 時

該当に○ 種目 ㋒収入金額 ㋓必要経費 差引金額（㋒－㋓） 特別控除額

短期・長期・
一時

円 円 円 円 ★
　●分離所得のある方は裏面10に記入してください。 　●所得の算出は手引きを参照してください。

　　合計（▲＋◎＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋★） ⑳

2 所得から差し引かれる金額
雑 損 控 除 損害の原因 損害年月日 ㋕損害金額 ㋖補てんされる金額等 ㋗差引損害額（㋕－㋖）

㉑
㋗ 　　　　　　　　　　　　円

証明書添付 ・　 ・ 円 円 円

医 療 費 控 除 ㋘支払った医療費 ㋙補てんされる金額 ㋚差引負担額（㋘－㋙） ㋛ 10万円と⑳の5％と
のいずれか少ない金額 ㉒

㋚－㋛

明細書添付 円 円 円 円

セルフメディケーション ㋜支払った医療費 ㋝補てんされる金額 ㋞差引負担額（㋜－㋝） 差し引かれる金額
㉓

㋞－12,000

明細書添付 円 円 円 円

社 会 保 険 料 控 除
令和７年中に支払った社会保険料（源泉徴収票以外） ㋢源泉徴収票の記載額

㉔

㋟＋㋠＋㋡＋㋢

㋟国民健康保険・
後期高齢者
医療制度等

円
㋠介護
保険等

円
㋡国民年金
証明書添付

円 円

小規模企業共済等
掛金控除　証明書添付 支払った掛金の合計額 ㉕
生命保険料控除・支払額

証明書添付
（源泉徴収票記載分は添付不要）

源泉徴収票記載控除額 ㉛ 円 新 生 命 保 険 32 円 旧 生 命 保 険 33 円

介 護 医 療 保 険 34 新 個 人 年 金 35 旧 個 人 年 金 36

地震保険料控除　証明書添付 
（源泉徴収票記載分は添付不要） 源泉徴収票記載控除額 37 地 震 保 険 支 払 額 38 旧 長 期 損 害 保 険 39

税
理
士
住
所
・
氏
名

本人該当（該当の□にチェック）
（源泉徴収票記載分は添付不要）

□障害者控除　　手帳等添付
級・度

□寡婦控除
□ひとり親控除

□勤労学生控除　　　　　　学生証等添付

身体・知的・精神・その他　　　　　　　 死別・ 離別 ・ 生死不明 学校名・学年　　　　　　　　　　　　　　年

配 偶 者 控 除
・

配偶者特別控除
・

同一生計配偶者

配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者
の所得額等を右欄に記入してください。

配偶者の給与収入　　　　　　円 配偶者の年金収入　　　　　　円 控除対象外の同一生計
配偶者を扶養にとる
場合はチェック

氏　　　　 名 フ　 リ　 ガ　 ナ 続 柄 生 年 月 日 障 害 の 程 度 居住形態 住民登録地（申告者と異なる場合）合計所得金額

明・大
昭・平

身
　知
　精

級
　度

同居

別居
41

円

個人番号

扶養控除等

〔配偶者を除き、16歳未
満の扶養親族及び特定親
族も記入してください。〕

明・大
昭・平
令

身
　知
　精

級
　度

同居

別居個人番号

明・大
昭・平
令

身
　知
　精

級
　度

同居

別居個人番号

明・大
昭・平
令

身
　知
　精

級
　度

同居

別居個人番号

下の欄には記入しないでください

a

c

e
d

f

b

所得のなかった方は
裏面4に記入して
ください。

マ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ーマ  イ  ナ  ン  バ  ー
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